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Ⅰ 提出予定案件

１ その他の議案等

(１) 条例案

ア 徳島県警察関係手数料条例の一部改正について

(ア) 改正の理由

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）及び道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）の一部が改正されたこと

に伴い、特定免許情報記録手数料等の新設、運転免許試験等の手数料の額の改正を行うとともに、自動車の保管場所の確保

等に関する法律（昭和３７年法律第１４５号）の一部が改正されたことに伴い、保管場所標章の交付及び再交付に係る手数

料を廃止する必要がある。

(イ) 改正の概要

ａ 道路交通法施行令の一部改正に伴う手数料の新設

道路交通法施行令において特定免許情報の個人番号カードへの記録等に係る手数料の標準が定められたことに伴い、こ

れを標準として、特定免許情報の個人番号カードへの記録等に係る手数料を定めることとした。

ｂ 道路交通法施行令の一部改正に伴う手数料の額の改正

道路交通法施行令において規定されている運転免許試験等の手数料の標準が改められたことに伴い、これを標準として

運転免許試験等の手数料の額を改めることとした。

ｃ 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正に伴う手数料の廃止
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自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定に基づく保管場所標章が廃止されたことに伴い、保管場所標章の交付及

び再交付に係る手数料を廃止することとした。

ｄ 手数料の額は、別表のとおりである。

(ウ) 施行日

この条例は、令和７年３月２４日（道路交通法の一部を改正する法律等の施行の日）から施行する。ただし、（イ）ｃに

ついては、令和７年４月１日（自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日）から施行する。
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別 表
（単位：円）

手数料の種類 区 分 改 正 前 改 正 後

運転免許試験手数料 大型免許、中型免許又は 指定教習所卒業者、技能検査合格者 １，５５０ １，６５０
準中型免許に係る試験

特定失効者、特定取消処分者 １，９００ １，９５０

特定理由失効者 ８００ ７５０

一般受験者 ４，１００ ３，９００

公安委員会が提供する自動車を使用する場合 ６，６００ ６，９００

普通免許に係る試験 指定教習所卒業者、技能検査合格者 １，７５０ １，９００

特定失効者、特定取消処分者 １，９００ １，９５０

特定理由失効者 ８００ ７５０

一般受験者 ２，５５０ ２，５００

公安委員会が提供する自動車を使用する場合 ３，３５０ ３，３００

特定第一種免許（大型特 指定教習所卒業者 １，７５０ １，８５０
殊免許、大型二輪免許、
普通二輪免許又は牽引免 特定失効者、特定取消処分者 １，９００ １，９５０
許をいう。以下同じ。）
又は大型特殊第二種免許 特定理由失効者 ８００ ７５０
若しくは牽引第二種免許
に係る試験 一般受験者 ２，６００ ２，８００

公安委員会が提供する自動車を使用する場合 ４，０５０ ４，５５０
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手数料の種類 区 分 改 正 前 改 正 後

運転免許試験手数料 小型特殊免許又は原動機 特定失効者、特定取消処分者 １，９００ １，９５０
付自転車免許に係る試験

特定理由失効者 ８００ ７５０

一般受験者 １，５００ １，６００

大型第二種免許、中型第 指定教習所卒業者 １，７００ １，８００
二種免許又は普通第二種
免許に係る試験 特定失効者、特定取消処分者 １，９００ １，９５０

特定理由失効者 ８００ ７５０

一般受験者 ４，８００ ４，５００

公安委員会が提供する自動車を使用する場合 ７，６５０ ７，４５０

仮免許に係る試験 指定教習所修了者 １，７００ １，８００

普通免許等の失効後６月超１年以内の者 １，５５０ １，６５０

一般受験者 ２，９００ ２，９５０

公安委員会が提供する自動車を使用する場合 ４，３５０ ４，７００

技能検査手数料 大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許を受けている者に対する検査 ３，９００ ３，９５０

公安委員会が提供する自動車を使用する場合 ６，４００ ６，９５０

普通仮免許を受けている者に対する検査 ３，７５０ ３，８５０

公安委員会が提供する自動車を使用する場合 ４，５５０ ４，６５０
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手数料の種類 区 分 改 正 前 改 正 後

再試験手数料 準中型免許に係る再試験 １，９００ ２，０５０

公安委員会が提供する自動車を使用する場合 ４，４００ ５，０５０

普通免許に係る再試験 １，７５０ １，９５０

公安委員会が提供する自動車を使用する場合 ２，５５０ ２，７５０

大型二輪免許、普通二輪免許に係る再試験 １，６５０ １，８００

公安委員会が提供する自動車を使用する場合 ３，１００ ３，５５０

原動機付自転車免許に係る再試験 １，０００ １，１００

免許証交付手数料 第一種免許、第二種免許 新規交付等 ２，０５０ ２，３５０
に係る免許証

特定試験免除者 １，７００ ２，１００

保有状況をマイナ免許証に変更する者 （新設） ２，５５０

仮免許に係る免許証 １，１５０ １，１００

免許証再交付手数料 第一種免許、第二種免許に係る免許証 ２，２５０ ２，６００

仮免許に係る免許証 １，１５０ １，０５０

特定免許情報記録手 特定免許情報の記録 交付時不交付の場合 （新設） １，５５０
数料

特定試験免除者 （新設） １，３５０
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手数料の種類 区 分 改 正 前 改 正 後

特定免許情報記録手 特定免許情報の記録 複数免許取得者の基本額に免許一種類ごとに （新設） ２００
数料 加算する額（基本額１，３５０円（特定試験

免除者は１，１５０円））

更新時不交付の場合 （新設） ８００

保有状況変更の場合 （新設） １，５００

免許証交付又は再交付と同時の場合 （新設） １００

特定免許情報の書換え マイナ免許証のみを保有する場合 （新設） １，５５０

免許証及びマイナ免許証を保有する場合 （新設） １００

マイナ免許証のみを保有する場合の複数免許取得 （新設） ２００
者の基本額に免許一種類ごとに加算する額（基本
額１，３５０円）

免許証等更新手数料 免許証の更新 経由地公安委員会を経由して申請する場合 ２，５５０ ２，７５０

更新時不交付の場合（経由申請を除く） （新設） １，３００

一般更新者 ２，５００ ２，８５０

免許情報記録の更新 経由申請 経由地書換申出あり （新設） １，０００

経由地書換申出なし （新設） １，９５０

一般更新者 （新設） ２，１００
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手数料の種類 区 分 改 正 前 改 正 後

免許証等更新手数料 免許証及び免許情報記録 経由申請 経由地書換申出あり （新設） ２，５００
の更新

経由地書換申出なし （新設） ２，８５０

一般更新者 （新設） ２，９５０

経由手数料 経由地書換申出あり （新設） １，７００

経由地書換申出なし ５５０ ７５０

運転経歴証明書交付 １，１００ １，１５０
又は再交付手数料

運転経歴情報記録手 （新設） ９００
数料

運転経歴証明書交付又は再交付と同時の場合 （新設） １００

運転技能検査手数料 ３，５５０ ３，６５０

認知機能検査員講習 １，４５０ １，４００
手数料

自動車安全運転センターの研修等受講済の者 １，２００ １，１５０

審査手数料 限定解除を受けるための審査 １，４００ １，３５０

公安委員会が提供する自動車を使用する場合 ２，８５０ ３，１００

技能検定員審査手数 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る審査 ２３，４００ ２３，７５０
料

普通免許に係る審査 １９，５００ １９，８００
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手数料の種類 区 分 改 正 前 改 正 後

技能検定員審査手数 特定第一種免許に係る審査 １４，７００ １４，４５０
料

大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る審査 ２１，５００ ２２，２００

審査を免除される 技能検定員とし 大型、中型又は準中型免許に係る審査 ４，０００ ３，８００
場合の減ずる額 て必要な自動車

の運転技能 普通免許に係る審査 ３，５５０ ３，６５０

特定第一種免許に係る審査 １，２５０ １，２００

大型第二種、中型第二種又は普通第二 ４，２５０ ４，４５０
種免許に係る審査

自動車の運転技 大型、中型又は準中型免許に係る審査 ６，７００ ６，３５０
能に関する観察
及び採点の技能 普通免許に係る審査 ６，１００ ６，２５０

特定第一種免許に係る審査 ２，１００ １，９００

大型第二種、中型第二種又は普通第二 ７，４００ ７，７５０
種免許に係る審査

技能検定の実施 大型、中型又は準中型免許に係る審査 ２，３５０ ２，６００
に関する知識

普通免許に係る審査 １，９００ １，８５０

特定第一種免許に係る審査 ２，６５０ ２，５５０
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手数料の種類 区 分 改 正 前 改 正 後

技能検定員審査手数 審査を免除される 自動車の運転技 普通免許に係る審査 ２，０５０ ２，０００
料 場合の減ずる額 能の評価方法に

関する知識 特定第一種免許に係る審査 ２，５５０ ２，４００

大型第二種、中型第二種又は普通第二 ３，７００ ３，７５０
種免許に係る審査

旅客自動車運送 大型第二種、中型第二種又は普通第二 ２，５５０ ２，６００
事業及び自動車 種免許に係る審査
運転代行業に関
する法令につい
ての知識

教習指導員審査手数 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る審査 １４，５５０ １５，１００
料

普通免許に係る審査 １１，８５０ １２，０００

特定第一種免許に係る審査 ９，６５０ ９，９５０

大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る審査 １２，４５０ １２，８５０

審査を免除される 教習指導員とし 大型、中型又は準中型免許に係る審査 ４，０００ ３，８００
場合の減ずる額 て必要な自動車

の運転技能 普通免許に係る審査 ３，５５０ ３，６５０

特定第一種免許に係る審査 １，２５０ １，２００

大型第二種、中型第二種又は普通第二 ４，２５０ ４，４５０
種免許に係る審査
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手数料の種類 区 分 改 正 前 改 正 後

教習指導員審査手数 審査を免除される 技能教習に必要 大型第二種、中型第二種又は普通第二 ２，０５０ ２，１００
料 場合の減ずる額 な教習の技能 種免許に係る審査

「交通の方法に 特定第一種免許に係る審査 １，３００ １，３５０
関する教則」の
内容となってい
る事項その他自
動車の運転に関
する知識

自動車教習所に 特定第一種免許に係る審査 １，３００ １，３５０
関する法令につ
いての知識

教習指導員とし 大型、中型又は準中型免許に係る審査 １，５００ １，５５０
て必要な教育に
ついての知識

旅客自動車運送 大型第二種、中型第二種又は普通第二 ２，５５０ ２，６００
事業及び自動車 種免許に係る審査
運転代行業に関
する法令につい
ての知識

国外運転免許証交付 ２，３５０ ２，２５０
手数料

講習手数料 安全運転管理者講習 １時間当たり ７５０ ８５０

取消処分者講習 １時間当たり ２，３５０ ２，４００
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手数料の種類 区 分 改 正 前 改 正 後

講習手数料 取得時講習 大型、中型又は準中型免許（普通免許あり) １時間当たり ４，４５０ ４，６５０

準中型（普通免許なし） １時間当たり ３，５００ ３，８００

普通免許 １時間当たり ２，８００ ３，０５０

大型二輪免許 １時間当たり ４，１５０ ４，３００

普通二輪免許 １時間当たり ４，０００ ４，２００

原付免許 １時間当たり １，５００ １，７５０

大型二種、中型二種又は普通二種免許 １時間当たり ３，１００ ３，２００

応急救護処置 １時間当たり １，４００ １，８５０

指定自動車教習所職員講習 １時間当たり ７５０ ９００

初心運転者講習 準中型免許 １時間当たり ２，１５０ ２，３００

普通免許 １時間当たり ２，０５０ ２，１５０

大型二輪免許 １時間当たり ２，７００ ２，８５０

普通二輪免許 １時間当たり ２，５５０ ２，７００

原付免許 １時間当たり ２，４５０ ２，５５０
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手数料の種類 区 分 改 正 前 改 正 後

講習手数料 更新時講習 優良運転者（オンライン） （新設） ２００

一般運転者（オンライン） （新設） ２００

違反運転者、初回更新者 １，３５０ １，４００

特定基準不該当者（オンライン） （新設） ２００

高齢者講習 実車指導あり ６，４５０ ６，６００

実車指導なし ２，９００ ２，９５０

講習手数料 違反者講習 実車運転を含む講習 １２，５００ １２，９００

社会参加活動を含む講習 ９，０５０ ９，３５０

若年運転者講習 １時間当たり ２，２５０ ２，６００

特定小型原動機付自転車運転者講習 １時間当たり ２，０００ ２，１００

自転車運転者講習 １時間当たり ２，０００ ２，０５０

通知手数料 ９００ １，０００

特定任意講習等手数 特定任意高齢者 実車指導あり ６，４５０ ６，６００
料 講習

実車指導なし ２，９００ ２，９５０

特定任意講習 １，３５０ １，４００
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手数料の種類 区 分 改 正 前 改 正 後

保管場所標章交付手 ５００ （廃止）
数料

保管場所標章再交付 ５００ （廃止）
手数料

運転適性検査手数料 筆記検査 ６００ ８００

簡易筆記検査 ４００ ５００

機器検査 ５００ ６５０

模擬運転検査 ６００ ８００

技能検定員審査手数 審査を受けようとする者が、審査項 大型、中型又は準中型免許に係る審査 ２，３５０ ２，９５０
料から減ずる額 目の「技能検定員として必要な自動

車の運転技能」及び「自動車の運転 特定第一種免許に係る審査 １，１００ １，３５０
技能に関する観察及び採点の技能」
のいずれをも免除される場合に更に
減ずる額

審査を受けようとする者が、審査項 大型、中型又は準中型免許に係る審査 ５００ ５５０
目の「『交通の方法に関する教則』
の内容となっている事項」及び「自 普通免許に係る審査 ３００ ３５０
動車教習所に関する法令についての
知識」のいずれをも免除される場合 特定第一種免許に係る審査 ３００ ３５０
に更に減ずる額
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手数料の種類 区 分 改 正 前 改 正 後

教習指導員審査手数 審査を受けようとする者が、審査項 大型、中型又は準中型免許に係る審査 ２，４００ ３，０００
料から減ずる額 目の「教習指導員として必要な自動

車の運転技能」及び「技能教習に必 普通免許に係る審査 ９００ ９５０
要な教習の技能」のいずれをも免除
される場合に更に減ずる額 特定第一種免許に係る審査 １，１００ １，３５０

大型第二種、中型第二種又は普通第二 ２，８５０ ２，９５０
種免許に係る審査

審査を受けようとする者が、審査項 大型、中型又は準中型免許に係る審査 １５０ ２００
目の「『交通の方法に関する教則』
の内容となっている事項その他自動 特定第一種免許に係る審査 １５０ ５０
車の運転に関する知識」及び「自動
車教習所に関する法令についての知
識」のいずれをも免除される場合に
更に減ずる額
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(２) 専決処分の報告について

ア 損害賠償（捜査活動に伴う物損事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

専決処分内容

事故発生年月日 事故発生場所 専決処分年月日 事故種別 所 属
和 解 の 相 手 方 賠償金額

事 故 概 要

令和６年８月15日 徳 島 市 地 内 令和６年11月８日 物 損 徳 島 中 央 警 察 署
徳島市在住 １名 140,393円

故障車両の移動作業中、装着していた器具が外れ、車体が破損したもの

令和６年９月14日 小 松 島 市 地 内 令和６年11月８日 物 損 小 松 島 警 察 署
小松島市在住 １名 3,300円

交通事故処理のため相手方から預かった車検証を返却し忘れ、相手方が再発行を受けたもの

計 143,693円


